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バリアフリー新法が施行されました
12月20日、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化

の促進に関する法律」（バリアフリー新法）が施行

されました。

これまでの街づくりでは、デパートやホテルなど

建築物を対象とする「高齢者、身体障害者等が円

滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する

法律」（ハートビル法）と、駅、鉄道、バスなどを

対象とする「高齢者、身体障害者の公共交通機関

を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」

（交通バリアフリー法）という2つの法律で地域のバ

リアフリー化を進めてきました。その結果、1日の

利用者が5,000人以上の駅で段差解消（エレベータ

ーの設置など）がおこなわれた比率が2005度末に

56.5％（2000年度末28.9％）になり5年間で倍近くに

なるなどバリアフリー化が進展しています。

ここで利用者の生活を考えた場合、例えば買い

物に行くときには交通機関からショッピングセンタ

ーまで連続して移動します。しかし、2つの法律に

よりバリアフリー化が施設ごとに進められた結果、

連続したバリアフリーが図られてきませんでした。

バリアフリー化が鉄道と駅周辺に留まっている、目

的の施設はバリアフリーになっているがそこまで

のアクセスが整えられていない、などの問題もい

くつか生じています。

バリアフリー新法の施行により、今後、高齢者、

障害者が街の中で生活する際の円滑な移動や建

物・施設の円滑な利用をするための施策が総合的

に推進されることになります。さらに、新法では駅

や建物といったハード面だけでなく、国民の心の

バリアフリー化を促進していくことになります。

H.C.R.インターネット
新製品情報
保健 福 祉 広 報 協 会 の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.hcr.or.jp）では、発売から1年以内の

福祉機器の新製品情報を提供しております。新製

品情報は3か月（1月、4月、7月、10月）ごとに更新し

ており、2007年1月の新製品は16製品です。ネット

上で資料請求もできます。また、H.C.R.インターネッ

トへのアクセスは1年で481万ビューです。皆様も

ご利用ください。ぜひ、最新の福祉機器情報をイ

ンターネットでご覧ください。

前号までの保健福祉Newsの一部に誤りがありました。深くお詫び申しあげますとともに、次のとおり訂正いたします。

蘆2006 No.7 6頁右段オランダについて　下から3行目 （誤）約3,500万人→（正）3,500人
蘆2006 No.7 8頁下段インターネット新製品情報　表「掲載新製品一覧」No.1製品分類　　（誤）入浴用品→（正）ベッド
蘆2007 No.1 4頁上段ふくしのスキルアップ専門職講座　29日13:30～15:30 講師　石神重信氏 （誤）日本リハビリテーション医学会常任理事→（正）浜松市医療公社常務理事

■お詫びと訂正
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製品分類

在宅施設サービス
経営情報システム
ベッド用品

トイレ・おむつ用品

入浴用品
その他
日常生活用品
出版・福祉機器情報
移動機器
日常生活用品
日常生活用品
日常生活用品
その他

日常生活用品
日常生活用品
日常生活用品
日常生活用品

製品名

福祉業務支援ソフトウェア
「ほのぼの」シリーズ
自立支援リクライニングベッド「ジャストベルグランド」
●マルチ機能タイプ　
●リクライニングタイプ　
●単機能昇降タイプ
ポータブルトイレ「ベルレット」
●シャワートイレタイプ　
●デラックスタイプ　
●ベーシックタイプ
バスベンリー　デラックス（BB-003）
クチュット
独立宣言くるり
書籍「ドクターJの介護塾」
電動車いす　EMC-900/910型
福祉用椅子　YCタイプ
福祉用椅子　YDタイプ
福祉用椅子　YMタイプ
デジタルハイビジョン液晶テレビ
“高速液晶ＥＸＥ（エグゼ）” LT-32LC85
「リラックシュー」カジュアルウォーク No.ES-01
「リラックシュー」タウンウォーク No.RS-01
「リラックシュー」タウンウォーク No.RS-02
澄めるんです

企業名

NDソフトウェア株式会社

アイシン精機株式会社
キープエイブル部

アイシン精機株式会社
キープエイブル部

株式会社エスアイエス
株式会社エスアイエス
株式会社コムラ製作所
株式会社ジェイ・メディック
株式会社今仙技術研究所
日本ディー・エル・エム株式会社
日本ディー・エル・エム株式会社
日本ディー・エル・エム株式会社
日本ビクター株式会社

冨士大ゴム工業株式会社
冨士大ゴム工業株式会社
冨士大ゴム工業株式会社
有限会社飛翔

発売日

平成18年11月

平成18年 4月

平成18年 4月

平成18年10月
平成18年 6月
平成18年11月
平成18年 5月
平成18年 6月
平成18年12月
平成18年12月
平成18年12月
平成18年 9月

平成18年11月
平成18年11月
平成18年11月
平成18年 7月

2007年1月掲載新製品一覧

基本方針（主務大臣） 
・移動等の円滑化の意義及び目標 
・公共交通事業者、道路管理者、路外駐車場管理者、公園管理者、特定建築物の所有者が移動等の円滑化のために講ずべき措置に
関する基本的事項 

・市町村が作成する基本構想の指針 等 

関係者の責務 
・関係者と協力しての施策の持続的かつ段階的な発展（スパイラルアップ）【国】 
・心のバリアフリーの促進【国及び国民】 
・移動等円滑化の促進のために必要な措置の確保【施設設置管理者等】 
・移動等円滑化に関する情報提供の確保【国】 

事業の実施 
・公共交通事業者、道路管理者、路外駐車場管理者、公園管理者、特定建築物の所有者、公安委員会が、基本構想に沿って
事業計画を作成し、事業を実施する義務（特定事業） 

・基本構想に定められた特定事業以外の事業を実施する努力義務 

基準適合義務等 

以下の施設について、新設等に際し移動等円滑化基準に適合させる義務 
既存の施設を移動等円滑化基準に適合させる努力義務 

・旅客施設及び車両等 
・一定の道路（努力義務はすべての道路） 
・一定の路外駐車場 
・都市公園の一定の公園施設（園路等） 
・特別特定建築物（百貨店、病院、福祉施設等の不特定多数又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物） 

特別特定建築物でない特定建築物（事務所ビル等の多数が利用する建築物）の建築等に際し 
移動等円滑化基準に適合させる努力義務 
（地方公共団体が条例により義務化可能） 

重点整備地区における移動等の円滑化の重点的・一体的な推進 

・旅客施設、官公庁施設、福祉施設その他の高齢者、障害者等が生活
上利用する施設の所在する一定の地区を重点整備地区として指定 

・重点整備地区内の施設や経路の移動等の円滑化に関する基本的事項
を記載 等 

住民等による基本構想の作成提案 

基本構想（市町村） 
市町村、特定事業を実施すべき者、施設
を利用する高齢者、障害者等により構成
される協議会を設置 

協議会 

・公共交通事業者が作成する計画の認定制度 
・認定を受けた事業に対し、地方公共団体が助成を行う場合の地方
債の特例 等 

支援措置 
重点整備地区内の土地の所有者等が締結する移
動等の円滑化のための経路の整備又は管理に関
する協定の認可制度 

移動等円滑化経路協定 

協議 

誘導的基準に適合する特定建築物の建築等の計画の認定制度 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の基本的枠組み

Information




